
法科大学院認証評価手続細則（旧規則）の改定について 
（比較表及び改定理由） 

2010年 5月 11日 

（財）日弁連法務研究財団 

 

旧規則（改定部分のみ） 改定内容 改定理由 

（認証評価のプロセス） 

第4条 

（中略） 

① 評価実施全体のスケジュールに

ついての合意 

財団と評価対象法科大学院は、

評価対象法科大学院に対する認証

評価実施の全体的なスケジュール

について合意する。 

（中略） 

 

③ 担当評価員の選任と法科大学院

への通知 

評価委員会は、評価対象となっ

た法科大学院（以下、「評価対象

法科大学院」という）を担当する

評価員を選任し、評価対象法科大

学院に通知する。 

④ 評価対象法科大学院は、自己点

検評価報告書を作成し、財団に提

出する。 

⑤ 財団は、評価員により構成され

る評価チームによる自己点検評価

報告書の分析・検討を行う。 

（中略） 

⑧ 評価委員会による評価報告書原

案の作成並びに法科大学院への送

付及び求意見 

評価委員会は、評価チーム報告

書、自己点検評価報告書、関連資

（認証評価のプロセス） 

第4条 

（中略） 

① 評価実施全体のスケジュールに

ついての合意 

財団と評価対象となった法科大

学院（以下「評価対象法科大学院」

という。）が，認証評価実施の全

体的なスケジュールについて合意

する。 

（中略） 

③ 担当評価員の選任と法科大学院

への通知 

評価委員会は，評価対象法科大

学院について，原則として５名の

担当評価員を選任し，評価対象法

科大学院に通知する。 

 

④ 評価対象法科大学院は，自己点

検・評価報告書を作成し，関連資

料とともに財団に提出する。 

⑤ 評価員により構成される評価チ

ームが，自己点検・評価報告書及

び関連資料の分析・検討を行う。 

（中略） 

⑧ 評価委員会による評価報告書原

案の作成並びに法科大学院への送

付及び求意見 

評価委員会は，評価チーム報告

書，自己点検・評価報告書及び関
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料に基づき、評価を行い、これに

基づき評価報告書原案を作成す

る。評価委員会は、評価報告書原

案を評価対象法科大学院に送付し

て意見を求める。 

評価対象法科大学院は、評価報

告書原案受領後３０日以内に、財

団に対して意見を申述することが

出来る。 

（以下略） 

 

 

（異議審査委員会による異議申立の

審査） 

第7条 

（中略） 

４ 異議審査委員会は、必要に応じ、

評価対象法科大学院・評価員等か

らの意見聴取を行うことができ

る。 

 

 

（評価後の重要な変更） 

第12条 当該認証評価の対象となっ

た法科大学院を置く大学は，認証

評価を受けた後，次の認証評価を

受ける前に，教育課程又は教員組

織に重要な変更があったときは，

すみやかに，変更に係る事項を財

団に通知しなければならない。 

（中略） 

 

 

（第3項新設） 

 

 

連資料に基づき，評価を行い，こ

れに基づき評価報告書原案を作成

した上，これを評価対象法科大学

院に送付して意見を求める。 

評価対象法科大学院は，評価報

告書原案受領後３０日以内に，財

団に対して意見を申述することが

できる。 

（以下略） 

 

 

 

（異議審査委員会による異議申立て

の審査） 

第7条 

（中略） 

４ 異議審査委員会は，必要に応じ，

評価対象法科大学院，評価委員会

委員，評価員等からの意見聴取を

行うことができる。 

 

 

（評価後の重要な変更） 

第12条 当該認証評価の対象となっ

た法科大学院を置く大学は，認証

評価を受けた後，次の認証評価を

受ける前に，評価対象項目に関し

重要な変更があったときは，すみ

やかに，変更に係る事項を財団に

通知しなければならない。 

（中略） 

 

 

３ 財団が，評価対象項目について

重大な事実（その存在時期を問わ

ない。）を把握し，評価基準の全
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のがあるため 

 

 

 

評価対象項目につ

いて当財団が重大

な事実を把握した



 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部又は一部につき評価対象法科大

学院に評価を受けることを求める

旨決定した場合も，前項と同様と

する。 

 

 

（追評価） 

第 17 条の 2  財団は，財団の認証

評価において不適格認定を受けた

評価対象法科大学院のうち，追評

価可能と当財団が認めた法科大学

院から申請を受けたときは，当該

認証評価の翌年度又は翌々年度

に，不適格認定の原因となった評

価基準及び事後の重要な変更のあ

った評価基準を中心に，全評価基

準についての評価を行い，その結

果，評価基準ごとの評価を総合考

慮し全体として適格と判定される

ときには，適格認定を行う。ただ

し，認定期間は，追評価の時点か

ら５年ではなく，その基となった

認証評価の時点から起算して５年

の残余期間とする。 

２ 追評価の実施を翌年度と翌々年

度のいずれに行うかについては，

評価対象法科大学院と協議して定

める。 

３ 追評価に係る手続については，

第２条，第４条から第１１条まで，

第１３条，第１５条及び第１６条

を準用する。この場合において，

「認証評価」とあるのは，「追評価」

と読み替えるものとする。なお，

追評価の実施に当たっては，法科

大学院と協議の上，一部の分野に

場合に働きかけを

可能とするための

制度を創設 

 

 

 

 

追評価制度新設に

伴うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（再評価） 

第18条 財団は、認証評価を過去４

年以内に受けた法科大学院から、

当該認証評価に関連するものとし

て、財団の評価基準に基づきその

全部または一部について評価を求

められた場合（財団が認証評価に

当たり再評価要請を付し、これに

法科大学院が応じる場合を含む）

に、認証評価に準じた評価（以下

「再評価」という。）を行う。た

だし、財団が認証評価に当たり再

評価要請を付した場合において、

法科大学院が希望するときは、当

該再評価要請所定の期限内に、再

評価に代えて認証評価を行うもの

とする。 

（中略） 

３ 再評価に係る手続については、

第２条、第５条第１号および第３

号、第６条第１項、第２項および

第３項②から⑥、第７条から第１

０条、第１１条第１項①および③

並びに第１６条について準用す

る。この場合において、「認証評

価」とあるのは、「再評価」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

ついて簡易な評価手続とすること

ができる。 

 

 

（再評価） 

第 18 条 財団は，以下の各号のいず

れかに該当するときは，認証評価

に準じた評価（以下「再評価」と

いう。）を行う。 

① 財団が評価報告書において

当該評価実施年度から４年未

満の期間内に評価基準の一部

について評価を受けることを

求めた場合 

② 財団の認証評価を過去４年

以内に受けた法科大学院から，

評価基準の一部について評価

を求められた場合 

（中略） 

 

 

 

３ 再評価に係る手続については，

第２条，第４条，第５条第１号及

び第３号，第６条第１項，第２項

及び第３項第２号から第６号ま

で，第７条から第１０条まで，第

１１条第１項第１号及び第３号並

びに第１６条を準用する。この場

合において，「認証評価」とある

のは，「再評価」と読み替えるも

のとする。なお，再評価の実施に

当たっては，法科大学院と協議の

上，再評価対象の評価基準の全部

又は一部について簡易な評価手続

とすることができる。 
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（再評価後の重要な変更と年次報告

書） 

第 20 条 法科大学院は、再評価を受

けた場合においても、再評価後次

の認証評価を受ける前に教育課程

又は教員組織に重要な変更があっ

たときは、すみやかに、変更に係

る事項を財団に通知するととも

に、年次報告書を財団に提出する

ものとする。 

 

４ 第１項第１号の場合において，

法科大学院が希望するときは，当

該再評価要請所定の期限内に，再

評価に代えて認証評価を行うもの

とする。 

 

 

（再評価後の重要な変更と年次報告

書） 

第 20 条 法科大学院は，再評価を受

けた場合においても，再評価後次

の認証評価を受ける前に評価対象

項目に関し重要な変更があったと

きは，すみやかに，変更に係る事

項を財団に通知するとともに，年

次報告書を財団に提出するものと

する。 

 

 

字句の修正（現行

規定第１項の一部

を移置） 
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